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第　53　期　決　算　（令和４年度決算）

貸借対照表（令和 ５年３月３１日現在）
(単位：千円）　

流動資産 864,242 流動負債 255,854

固定負債 1,119,574

負債合計 1,375,428

固定資産 917,535

　 有形固定資産 872,164 資本金 32,000

　 無形固定資産 2,904 利益剰余金 374,349

　 投資その他の資産 42,467

資本剰余金 0

繰延資産 0 資本合計 406,349

資産合計 1,781,777 負債・資本合計 1,781,777

損益計算書　（令和 ４年４月１日～令和　５年３月３１日）

(単位：千円）

　　売上高

　　売上原価

　　　　　　売上総利益金額 304,525

　
　　販売費及び一般管理費

　　　　　　営業利益金額 98,592

　　営業外収益 5,535

　　営業外費用 11,410

　　　　　　経常利益金額 92,717

　　特別利益 0

　　特別損失 1,486

　　　　　　税引前当期純利益金額 91,231

　　　　　　法人税等充当額 4,500

　　　　　　当期純利益金額 86,731

205,933

科目 金額

1,297,357

992,831

負債の部資産の部

純資産の部

金額科目 金額 科目
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株主資本等変動計算書　（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

(単位：円）　

　株主資本
　 
　 　     資本金 32,000,000

   　 利益剰余金
          利益準備金 8,000,000

　　　　 別途積立金 280,000,000

△ 382,153
当期変動額 当期純利益 86,731,406

86,349,253

     利益剰余金合計 287,617,847
当期変動額 86,731,406

374,349,253

     株主資本合計 319,617,847
当期変動額 86,731,406

406,349,253

     純資産合計 319,617,847
当期変動額 86,731,406

406,349,253

当期末残高

当期首残高

当期末残高

当期首残高

当期末残高

当期首残高

当期末残高

   　　　繰越利益剰余金 当期首残高

当期首残高及び当期末残高

当期首残高及び当期末残高

当期首残高及び当期末残高
      その他利益剰余金
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個別注記表　（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

　重要な会計方針に係る事項に関する注記

　　　　 資産の評価基準及び評価方法

　　　　　　　 移動平均法による原価法

　　　　　　　 最終仕入原価法による原価法

　　　　　　　 定率法を採用。（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）

　　　　　　 　並びに平成28年４月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法を採用。

　　　 　引当金の計上基準

　貸借対照表等に関する注記

　　　　 資産項目別の減価償却累計額の金額

　　　　 　 有形固定資産の減価償却累計額

　　　　上記のうち、当期有形固定資産の減価償却額 66,908,694

　株主資本等変動計算書に関する注記

　　　　 発行済み株式の数

　　　　　  前期末株式数（発行済普通株式） 64,000株

　　　　　  当期増加株式数（発行済普通株式）

　　　　　  当期減少株式数（発行済普通株式）

　　　　　  当期末株式数（発行済普通株式） 64,000株

　　　　　  前期末株式数（発行済優先株式）

　　　　　  当期減少株式数（発行済優先株式）

　　　　　  当期末株式数（発行済優先株式）

　　　　　　①リース取引の処理方法

　　　　　　①有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　　　②棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　　　　①有形固定資産

　　 　　固定資産の減価償却の方法

　　　　　　②無形固定資産

　　　 　計算書類作成のための重要な事項

　　　　　  当期増加株式数（発行済優先株式）

1,188,775,369

　　　　　　　 消費税等の会計処理は、税抜方式による。

　　　　　　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

　　　　　　　 定額法を採用。

　　　　　　　 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定

　　　　　　　 繰入率により計上。

　　　　　　①貸倒引当金

　　　　　　　なお、未経過リース料の総額は、61,669千円となる。

　　　　　　②消費税等の会計処理

　　　　　　　 リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、


